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適正な事業運営に必要な費用を
考慮して国土交通大臣が告示す
るものです。

具体的には、全産業労働者の平均人件
費、減価償却費、輸送の安全のために必
要な経費、委託手数料、事業継続に必要
不可欠な投資の原資、公租公課等です。

「許可更新制」導入時に更新の可
否を決める許可基準の一つとし
て、「適正原価」を継続的に下回

らないことの確保が検討されています。
これは不当に安い運賃で運送事業を営
んでいる事業者を業界から排除する目的
があると考えられます。運送事業者が持
続可能な事業を行うためには、適正な利
潤の確保が必要です。不当に安い運賃で
の運送契約の引き受けは、適正な利潤確
保を目指す運送事業者を阻害すると考え
られています。

「適正原価」の導入と共に「標準的
な運賃」は廃止される予定です。
「標準的な運賃」とは、適正な

原価に適正な利潤を加えた運賃として、
国土交通大臣が告示したものです。全国
的に「標準的な運賃」の届け出は広がっ
たものの、実効性には乏しかったという
のが現実です。

一方、「適正原価」は適正な原価のみ（利
潤にまでは言及していない）を定め、こ
れを継続的に下回らないことを「許可更
新制」の基準とし、業界全体に普及させ
ようとしています。「許可更新制」の一つ
の基準に「適正原価」の要素を入れるこ
とで、実効性を高めることが目的です。

違います。
「適正原価」は事業を継続し
て遂行するために必要不可欠な

投資の原資であり、あくまでも原価で
す。運賃は、この原価に利潤を乗せるこ
とになります。

具体的な審査項目はまだ決めら
れていません。
ただ、一部の関係者からは、

事業計画を遂行できるだけの資産の有無
を審査するという話を聞きます。この資
産にはもちろん現預金も含まれるでしょ
う。新規許可と同じ基準であれば、６か
月分の人件費、6か月分の燃料費・修繕
費、１年分のリース料等です。
しかし現実的には、そこまでの現預金
を保有している運送事業者はかなり限ら
れるのではないでしょうか。もし、審査
項目に「資産」があり、現預金の状況を
当局が把握するのであれば、新規許可と
同様に残高証明書の提出が求められるで
しょう。

審査項目が確定していないの
で、明確な答えはありません。
しかし、仮定に基づいて準備

しておくことは有効です。「適正原価」が
定められた時点で重要なのは、現状の運
賃水準です。2024 年問題の際に運賃交
渉がうまくいっている運送事業者の共通
点は①荷主との定期的な話し合いの場を
設けている、②原価の算定根拠を示せる
ことでした（佐久間調べ）。
まずは、荷主と運賃交渉がしやすい関
係性を築くことが大切です。運賃水準を
上げることができれば、たとえ更新時の
審査項目として現預金の残高があったと
しても対処できます。そして、原価算定
の根拠を示せるよう原価データの取得方
法（DX等）について検討する必要があ
ると考えます。

最 新
news 「許可更新制」と「適正原価」導入のスケジュール
トラック適正化２法（「貨物自動車運送
事業法の一部を改正する法律」と「貨物
自動車運送事業の適正化のための体制の
整備等の推進に関する法律」）にて規定
される「許可更新制」および「適正原価」
の導入スケジュールが明らかになりまし
た。「許可更新制」と「適正原価」につい
てよくある質問にお答えします。

「許可更新制」や「適正原価」の
導入によって、運送業界は一つの
転換点を迎えます。「許可更新制」
は運送業界にとって自浄作用とな
るでしょう。「許可更新制」を乗り
切ることができる運送事業者は、
今以上の発展を目指せるステージ
に行くことができます。今後も
『さくマガ !』では「許可更新制」
についていち早く情報発信できる
よう努めてまいります。

佐久間の私見！

そもそも「適正原価」とは何ですか

「適正原価」と「許可更新制」は
関連性がありますか

「許可更新制」の際にはどのような
項目が審査されるのでしょうか。

「適正原価」とは、別の見方をすれば
「最低運賃」ということでしょうか。

「標準的な運賃」と「適正原価」との
関係性はありますか

導入に際して
今から準備できることはありますか
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全ての運送事業者が更新手続きを完了

「適正原価」を下回る
運賃を収受している場
合、この期間に運賃交
渉を行う必要あり

「適正原価」を継続的
に下回らないことが、
「許可更新」の条件

「許可更新制」の創設 経過措置期間 「許可更新制」実施

「適正原価」の告示

「許可更新制」における
許可基準の策定

https://www.amazon.co.jp/dp/4800592070?SubscriptionId=AKIAIBX3OSRN6HXD25SQ&tag=jmameshop-22&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=4800592070


ましたが、6年前に紙に書いた目標を成
し遂げ、大きな達成感を得ることができ
た年になりました。

最後に
5 回に亘り、弊所の歴史を振り返って
きました。実家の小さな子供部屋から産
声を上げた弊所は 10年間のうちにずい
ぶんと大きくなりました。去年達成した
売上 1億円という数字は他の企業から
見ればまだまだ小さな数字ですが、その
売上に込められた期待と責任はとても重
く感じています。ここまでの道のりは決
して平たんではなく、そして何よりも絶
対に一人で到達することはできませんで
した。弊所を育ててくださったお客様、
そしてわがままや無茶ぶりし放題の私に
ついてきて、そして支えてくれた従業員
に感謝の気持ちでいっぱいです。現状に
安住することなく、これからも突き進
み、すべてのステークホルダーの皆様に
ポジティブな影響を及ぼせるようこれか
らも精進していく覚悟です。引き続きよ
ろしくお願いいたします。

前年度にM&Aを行った東京支店は、
現状の分析を行うため半年程度は前任者
からのやり方を踏襲し、改善余地を探り
ました。そこで見つけた課題は以下の通
りです。
①従業員（正社員）の給与が低い
②業務単価が低い
③教育制度がない
これらはそれぞれが互いに関連してい
ます。従業員（正社員）の給与が低い理
由は業務単価の低さと、すべての業務を
正社員が行っていることにありました。
まず、業務単価の見直しです。引き継
いだ当初から地域最安値でサービスを展
開していましたが、実際には価格を理由
に弊所を選んでいる顧客はほとんどいま
せん。なぜそう言い切れるのか。それは
顧客の 9割が飛び込みで、かつ事務所先
やHP等にて地域最安値を謳っているわ
けではないからです。この事実に気づ
き、適正単価に引き上げました。
次にテコ入れを行ったのは教育制度で
す。引き継いだ時点では教育制度と呼べ
るものは存在せず、昔の寿司職人同様に
目で盗んで覚えるしかない状態で、新人
が戦力化するまでに最低でも 5年必要
と言われていました。そこで本店社員が
実際に窓口業務に携わり、業務マニュア
ルを作成しました。当該業務マニュアル
を使用した新人教育が始まり、新人パー
ト社員は 6か月程度で業務の８割に対
応することができるようになりました。

日常業務はパー
ト社員に任せ、
イレギュラー案
件の判断等を正
社員が行うよう
役割を明確にし
ました。
これらの改革
により、正社員
の給与を 30%

引き上げることに成功しました。その
後、運よく大型案件の引き合いにも恵ま
れ、結果として東京支店の売上は買収時
と比べ約２倍に成長を遂げました。

本店の課題は実は行政書士業界が直面
している課題の縮図でもありました。そ
れは、行政書士業務の付加価値です。行
政書士は「代書屋」と揶揄されるように、
あくまでもサービスの価値は「代わりに
書類を書いてあげること」にあると思わ
れています。しかし、これからの行政書
士は「代書」だけでは顧客に十分な付加
価値を提供できません。
そこで、特殊車両通行許可申請におけ
るトータルコーディネート、つまり、コ
ンサルティングサービスに付加価値を見
出しました。これまでの弊所業務では、
顧客からの指示や要望ありきで、それに
則った申請業務を行うのが常でした。し
かし、顧客の重要な関心ごとは、そもそ
もどのようにして特車申請の方針を考え
ればよいのか、どのようにすれば担当者
が変わってもスムーズに特車申請体制を
維持することができるのかということで
す。顧客の特車申請体制の構築こそ、「代
書」だけではない付加価値の源泉になり
うると考えました。
「代書分野」だけではなく、「コンサル
分野」に進出したことによって、顧客
ターゲットが大きく変化した年となりま
した。特車申請における「実行」だけで
なく、「企画力」、「提案力」が現在の弊所
本店の強みであると自負しています。
2024 年は、東京支店改革、本店改革
の効果により、念願であった売上高 1億
円を達成することができました。売上高
1億円は、全国の行政書士事務所の中で
上位 1％の規模であり、2018 年に策定
した５ヵ年中長期経営計画のゴールとし
て示した売上でした。計画と比べて実際
には達成が１年後ろ倒しになってしまい

おかげさまで10周年！ 弊所の歴史（5）
挑戦の２年間

現在、『さくマガ！』では、弊所の歩みを振り返る特集企画を展開しています。8月号
に続き、今回は2023年から2024年を振り返ります。この時期のキーワードは「大
きな挑戦」。「東京支店改革」と「本店改革」は行政書士業界では大台となる売上高1億
円を突破する大きなきっかけとなりました。

事務所
TOPIC

2023年（9年目）
東京支店改革東京支店改革
従業員：15名
事務所：自己所有物件（本店）
	 ＋自社所有物件（東京支店）
年　商：8,000万円程度

2024年（10年目）
本店改革本店改革
従業員：20名
事務所：自己所有物件（本店）
	 ＋自社所有物件（東京支店）
年　商：1億1,000万円程度

■本店業務
運送業関連全般をカバーできるよ
う業務範囲を拡大したいと考えてい
ます。また、2030 年までには「許可
更新制」に対応できるよう準備を進
め、本店は運送業専門行政書士事務
所へのシフトを目指します。

■東京支店業務
「回送運行許可申請」を取り扱い
業務に加えます。また、車両登録業
務の拠点の増設を検討しています。

これからの佐久間行政法務事務所

東京支店

本店

ただいま弊所では経験値を獲得
するために、下記を無償で対応
しています。ご依頼いただける
事業者様はぜひご連絡ください。
・事業計画の変更
・監査対応
・Gマーク取得支援
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ご要望がございましたら
お気軽にお声がけください。


